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豪雨による災害対応で出動した消防団で使用した燃料などの補充にかかる経費及び行方不
明者捜索活動に対する消防団活動補助金を予算措置するもの。

消防団の車両積載ポンプによる排水作業時に活用する延長用吸水管の購入などにかかる経
費を予算措置するもの。

消防団運営事業 （補正額 414 千円） 【担当：危機管理消防課】

豪雨により被災したきしべの里公園ホタル鑑賞池の災害復旧にかかる工事請負費などを予
算措置するもの。

消防施設管理事業 （補正額 1,822 千円） 【担当：危機管理消防課】

市内に居住する世帯のし尿便槽（浄化槽を除く）が、雨水や河川の氾濫により浸水したこ
とで実施するし尿くみ取りに対し、し尿くみ取り料補助金の交付にかかる経費を予算措置
するもの。

ほたる保護事業（新規） （補正額 3,554 千円） 【担当：観光振興課】

災害廃棄物の拠点集積業務に従事した会計年度任用職員の時間外勤務手当及び収集作業に
伴い必要となった塵芥車の修理などにかかる経費を予算措置するもの。

し尿くみ取り料補助事業（新規） （補正額 千円） 【担当：環境衛生課】

豪雨により浸水被害を受けた家庭から排出された災害廃棄物のうち、紀の海広域施設組合
で処理できない瓦礫などの処理にかかる経費を予算措置するもの。

ごみ収集事業 （補正額 5,145 千円） 【担当：廃棄物対策課】

豪雨による住宅の全壊や半壊、床上浸水などの被害を受けた世帯に対する災害見舞金の支
給と、災害で亡くなった市民の遺族に対する災害弔慰金の支給にかかる経費を予算措置す
るもの。（県3/4負担事業）

災害廃棄物処理事業（新規） （補正額 17,846 千円） 【担当：廃棄物対策課】

今回の補正予算は、台風２号接近に伴う梅雨前線の活発化による豪雨で被害を受けた農林業施設や市道
等の災害復旧、災害見舞金の支給などにかかる予算編成を行いました。事業の補正予算措置内容について
は、次のとおりです。

災害被害者援護事業（新規） （補正額 17,450 千円） 【担当：社会福祉課】

◆ 補正内容について 

補正後の額
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豪雨により被災した奥安楽川広場の法面改修などの災害復旧にかかる設計委託料、工事請
負費を予算措置するもの。

豪雨により被災した道路、橋りょう、河川の災害復旧にかかる会計年度任用職員の人件
費、測量設計委託料、工事請負費などを予算措置するもの。（一部国2/3負担事業）

体育施設災害復旧事業 （補正額 6,634 千円） 【担当：生涯スポーツ課】

豪雨により被災した林道真国野田原線の災害復旧にかかる工事請負費などを予算措置する
もの。（国1/2補助事業）

土木施設災害復旧事業（新規） （補正額 932,816 千円） 【担当：道路河川課】

豪雨により被災した農道、水路などの農業用施設の災害復旧にかかる測量設計委託料、工
事請負費、事業者の農業用施設の復旧に対する一部補助にかかる経費を予算措置するも
の。

林業施設災害復旧事業（新規） （補正額 15,500 千円） 【担当：林務課】

豪雨により被災した農地の復旧にかかる測量設計委託料を予算措置するもの。

農業用施設災害復旧事業（新規） （補正額 74,995 千円） 【担当：農地整備課】

豪雨により浸水した桃山会館の高圧受電設備の修繕や故障した備品の購入に必要な経費を
予算措置するもの。

農地災害復旧事業（新規） （補正額 5,103 千円） 【担当：農地整備課】

豪雨による災害対応として使用した耐候性土のう袋や排水機場で使用した燃料の補充に必
要な経費を予算措置するもの。

生涯学習施設管理運営事業 （補正額 2,353 千円） 【担当：生涯学習課】

豪雨により開設した災害避難所で使用した備蓄物資（飲食物）の補充及び備蓄毛布のク
リーニングにかかる経費を予算措置するもの。

水防事業 （補正額 1,555 千円） 【担当：危機管理消防課】

防災施設管理運営事業 （補正額 848 千円） 【担当：危機管理消防課】


